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      区政運営の個別目標を単位に、計画事業の 
   内容をボックスに記載しています。 

 

 



１　窓口サービスの利便性の向上

①　窓口サービスの充実

事業費（千円）

事業費（千円）

▼取組みの方向
　区民の多様なライフスタイルに対応するため、コールセンターを設置して土日・夜間など閉庁時間
に電話による簡易な問合せに対応するとともに、繁忙期には休日に窓口を開設し、窓口サービスの向
上を図ります。また、案内・申請書の記入方法についての説明・誘導を行うフロアアシスタントを配
置します。

番号 2111020 計画事業名 コンビニ収納の活用 所管部
総務部・地域文化
部・健康部

事業概要

　コンビニと連携して収納窓口を拡大することにより、区民サービスの向上を図っています。
　平成18年度から軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料を、19年度から個人住民税（普
通徴収）をコンビニで収納しています。20年度から始まる後期高齢者医療制度に基づく保険
料についても、コンビニ収納を活用していきます。

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・軽自動車税、
国民健康保険
料、介護保険
料、個人住民税
（普通徴収）の
収納

・収納窓口の拡大に
よる区民サービスの
向上

・後期高齢者医
療制度に基づく
保険料の収納開
始

・コンビニ収納
の活用

総事業費 93,960 24,000 23,320 23,320 23,320

50,100

　土日・夜間も含め、電話による区政に関する簡易な問合せに対して回答するコールセンター
を、平成20年3月に開設する予定です。コールセンターの開設と同時に、ＦＡＱ（よくある質
問と回答）システムをホームページ上で公開していきます。

・平成20年3月
コールセンター
開設とホーム
ページ上でのＦ
ＡＱ（よくある
質問と回答）シ
ステムの公開に
よる情報提供

・コールセンターと
FAQシステムによ
る質の高い区政情報
の提供

・ちらしの発行

・広報紙等への
掲載

・認知度調査

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

区長室2111010
コールセンターの設置による多様なライフス
タイルに対応した区政情報の提供

番号 所管部

２３年度

計画事業名

総事業費 203,718 53,418 50,100 50,100

Ⅰ　好感度一番の区役所の実現
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②　ＩＴ利活用による利便性の向上

事業費（千円）

事業費（千円）

内容
　ユビキタス情報配信システム等を活用し、区民が知りたい情報を的確に提供できる環境を整
備します。また、行政や民間のさまざまな情報、サービスをネットワーク上で提供する地域
ポータルサイトを開設します。

総事業費 3,490 3,000 330 160 －

所管部 区長室番号 2112012 枝事業名
多様なメディアを活用した区政情報の提供・
発信

・情報更新

・機器類の保守
管理

総事業費 60,183 － 36,183 12,000 12,000

・平成11年11
月ホームページ
開設

・誰にでもわかりや
すいホームページに
よる情報提供

・再構築の調
査・分析

・再構築の実施

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 区長室

内容
　ホームページのデータベース化を進めてホームページの再構築を図り、区民が必要とする情
報を「見やすく、わかりやすく、見つけやすい」ようにします。

番号 2112011 枝事業名 ホームページの再構築

総事業費 63,673

事業概要 　区民と行政との情報の共有化を推進するため、積極的な区政情報の提供を行います。

番号 2112010 計画事業名 区政情報提供サービスの充実

▼取組みの方向
　区民満足度の向上を重視した行政サービスの提供を推進するため、情報技術（ＩＴ）を利活用し、
区政情報提供サービスの充実を図るとともに、証明書自動交付機の導入や、図書の自動貸出機の導
入、新たな決済手段の検討などを進めます。

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・都道上の広域
避難場所案内板
50箇所に情報プ
レートを貼付

・他設置物への
貼付に向けた調
査・検討・協議

・民間事業者に
よる清涼飲料水
の自動販売機へ
の情報プレート
の貼付約290箇
所

・情報プレートの貼
付153箇所

・地域ポータルサイ
ト開設

・情報プレート
の貼付に向けた
調査・協議

・地域ポータル
サイト開設に向
けた調査、検討

・区道上の103
箇所に情報プ
レートを貼付
①広域避難場所
案内板50箇所
②一時集合場所
案内板53箇所

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画
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事業費（千円）

事業費（千円）

◇新たな決済手段の研究
　利便性の向上の観点から、平成18年の地方自治法改正により、クレジットカードによる公金の納
付が可能になりました。また、インターネットバンキングを利用した電子決済システム（ペイジー）
や電子マネーなど新しい決済手段が生まれ、普及しつつあります。これらの状況をふまえて、公金の
納付について、新たな決済手段の導入を研究していきます。

総事業費 252,155 252,155 － － －

・年に１度特別
図書整理期間と
して4～9日間休
館

・カウンター業務の
効率化
・特別図書整理期間
の短縮

・ＩＣタグ貼付
及び自動貸出機
導入
全館

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 教育委員会事務局

事業概要

　図書館資料にＩＣタグを貼付し電子的に管理することにより、図書館資料の一体的な管理や
図書整理の時間短縮を図ります。
　また、自動貸出機を導入することにより、カウンター業務の効率化や人件費の削減、開館日
の拡大を図ります。

番号 2112030 計画事業名
図書館におけるＩＣタグ及び自動貸出機の導
入

総事業費 308,907 84,058 73,013 75,918 75,918

・調査・検討
・証明書自動交付機
の導入による利便性
の向上

・システム設
計・開発

・仮稼動

・本稼動

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 地域文化部

事業概要
　住民票の写しと印鑑登録証明書の自動交付機を本庁舎及び地域センターに設置し、休日・夜
間等の閉庁時間中にも証明書を発行することにより、取扱時間の拡大や待ち時間の短縮、窓口
の混雑緩和や申請手続きの簡素化など、利便性の向上を図ります。

番号 2112020 計画事業名 証明書自動交付機の導入
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２　区民参画の推進と効果的・効率的な事業の遂行

①　区民意見を区政に反映するしくみの確立

事業費（千円）

事業費（千円） 総事業費 23,300 20,000 1,100 1,100 1,100

－

・区民意見のデータ
ベース化による対応
の迅速性の向上と施
策への反映

・システムの構
築

・システム保守

事業概要
　区民意見のデータベース化のシステムを導入することで、区民意見に迅速かつ的確に対応す
るとともに、データを収集・分析し、区民との情報の共有化を図ることで、その結果を区の施
策に有効に反映させていきます。

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

▼取組みの方向
　行政評価の透明性、客観性を高めるため、外部評価のしくみを導入するとともに、区民の声委員会
が有する公正かつ中立的な立場から区民の区政に関する苦情を処理する機能を継続して確保していき
ます。また、迅速かつ的確に区民意見に対応するため、区民意見をデータベース化し、データを収
集・分析して区民との情報の共有化を図るとともに、その結果を施策に有効に反映させていきます。

番号 2121020 計画事業名 区民意見のデータベース化 所管部 区長室

総事業費 11,620

・第一次実行計
画（１年目）の
評価

・第一次実行計
画（２年目）の
評価

2,905 2,905 2,905

・新委員の委嘱

・第一次実行計
画（３年目）の
評価

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

企画政策部2121010 行政評価制度の確立番号 所管部

２３年度

計画事業名

2,905

　行政評価に外部評価のしくみを導入し、計画の策定（Plan）・事業の実施（Do）・評価
（Check）・予算への反映（Action）というそれぞれの段階への区民参画を、制度として確
立し、一層客観性・透明性を高めます。

・外部評価委員
会の設置

・外部評価のしくみ
の確立

・外部評価の実
施

・第一次実行計
画の評価に向け
ての準備

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度
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②　透明性の確保の充実

③　ＩＴ利活用による効率性の向上

◇区政の総合性と効率性を高めるためのＩＴ利活用の推進
　平成19年度に策定する「（仮称）情報化戦略計画」において、区政運営におけるＩＴの役割と方
向性の検討及び総合的な区のＩＴ戦略を明確化し、これに基づいて取り組んでいきます。

▼取組みの方向
　区の財政状況と行政コストの内容を明確にするため、新たな公会計制度の検討を進めるとともに、
行政評価の結果を予算編成過程に反映させることで、予算編成過程の透明性を高めていきます。
　また、「補助金等審査委員会」で検討された補助金交付に際しての考え方に基づき、公平で効果
的・効率的な補助金交付に努めます。

◇新たな公会計制度の検討
　複式簿記の考え方に基づく決算の分析を行い、区の資産と負債についての評価のしくみや行政コス
トについて、わかりやすく包括的な区財政情報の開示を行い、区政の透明性を高めます。

▼取組みの方向
　個別業務システムの連携による情報の共有化や、データ検索・加工・分析などの職員のスキル向上
を図るなど、ＩＴの効率的な運用により、ＩＴ利活用効果と投資効果を拡大していきます。
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３　分権を担える職員の育成と人事制度等の見直し

①　職員の能力開発、意識改革の推進

事業費（千円）

事業費（千円）

▼取組みの方向
　区民の目線から地域の課題と需要を把握し、区が果たすべき役割を的確にとらえ、区民とともにま
ちづくりを推進することができる専門能力と意欲を持った職員を育成します。
　また、分権時代にふさわしい職員を育成するため、新宿区人材育成基本方針を見直し、取り組んで
いきます。

総事業費 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

・新宿自治創造
研究所の設置検
討

・新宿自治創造研究
所による研究の施策
への反映

・研究所設置

・関連部署の職
員をメンバーに
加えたプロジェ
クトチームの編
成による研究

・政策提言

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 企画政策部

事業概要

　地方分権の流れが加速し、自治体としての戦略的な力量がますます問われています。様々な
角度から情報と知識の集積を図り、区が直面する課題を的確に捉え、分析し、ニーズを先取り
した新たな政策を打ち出していく必要があります。そのための一つの方策として、区の中に学
識経験者等と職員が連携して政策研究と政策提言を行う「新宿自治創造研究所」を設置し、自
治体としての政策形成能力を高めていきます。

番号 2131020 計画事業名
新宿自治創造研究所の設置による政策形成能
力の向上

総事業費 35,000

・開設

・職員の育成

5,000 10,000 10,000

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

総務部2131010
（仮称）人材育成センターの開設による分権
時代にふさわしい職員の育成

番号 所管部

２３年度

計画事業名

10,000

　職員の能力開発を職員一人ひとりの適性を見ながら計画的・継続的に行い、分権時代にふさ
わしい職員の育成を図るため、（仮称）人材育成センターを開設します。

・検討
・人材育成機能の充
実による職員の育成

・開設準備

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度
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②　人事制度等の見直し

事業費（千円）

◇定員の適正化
　平成20年度から23年度を計画期間とする実行計画に基づく定員適正化計画を策定し、指定管理者
制度への移行や業務の委託化、再任用職員の活用などにより、職員定数の削減に取り組みます。

総事業費 9,028

・職員への周知
及びアンケート
の実施

・職員への周知

2,032 2,482 2,032

総務部2132010 目標管理型人事考課制度の推進番号 所管部計画事業名

２１年度 ２２年度

・職員への周知
及びアンケート
の実施

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度） ２３年度

▼取組みの方向
　職員が持つ能力を引き出し、育成するとともに、職員の努力や業績を適正に評価し、その結果を任
用・給与・配置管理等の処遇に反映させていきます。

　より簡素で効率的な行政運営を推進するため、再任用職員や非常勤職員、労働者派遣制度等による
多様な人材や民間活力の活用等により事務事業の不断の見直しを図り、更なる定員の適正化に努めま
す。

2,482

　目標管理型人事考課制度の推進により、職員の育成と意欲の向上、適性や能力に応じた効果
的な配置管理、評定結果に応じた昇給・昇任の実施による給与の適正化を図り、組織力を向上
させます。

・平成19年1月
目標管理型人事
考課制度実施

・組織力の向上

・規定等の整備

・評定者向けの
訓練の実施

・職員への周知

・制度運営に向
けての見直し

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度
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１　公共サービスの提供体制の見直し

①　多様な主体による公共サービスの提供

事業費（千円）

　外郭団体は、公共サービスを提供する主体のひとつとして、現在の事業が区民ニーズに合致したも
のか、設立当初の目的と乖離を生じていないかを検証するとともに、新たな需要に対応していくた
め、類似した目的や内容を有する団体の再編・統合を含めた見直しを検討していきます。

▼取組みの方向
　「多様な主体が主体的にまちづくりを担うしくみの中で、それぞれが持っている力を発揮するこ
と」を原則として捉え、指定管理者制度や、民間委託等の活用を進めます。
　民間活力を活用する事業については、区は、事業評価などにより、適切な進行管理をしていきま
す。

◇指定管理者制度の活用

総事業費 35,251 － － －

・指定管理者制
度への移行準備

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

福祉部2211010 あゆみの家における指定管理者制度の活用番号 所管部

２３年度

計画事業名

35,251

　子ども発達センターが移転した後、柔軟で多様なサービスの提供と効率化を図るために、指
定管理者制度に移行します。

・子ども発達セ
ンターとの複合
施設

・直営

・単独施設

・24年度指定管理
者制度へ移行のため
の準備

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

Ⅱ　公共サービスのあり方の見直し
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事業費（千円）

事業費（千円）

事業費（千円）

所管部 福祉部

事業概要
　子ども家庭支援センター（地域型）に移行しない児童館は、児童指導業務委託期間が終了す
るときや併設していることぶき館が機能転換するときに、指定管理者制度の活用を検討しま
す。

番号 2211020 計画事業名 児童館における指定管理者制度の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・児童指導業務
委託の実施3館
（榎町児童セン
ター、早稲田南
町こども館、西
新宿こども館）

・検討

総事業費 ー － － － ー

所管部 健康部

事業概要
　柔軟で多様なサービスの提供と施設管理の効率化を図るために、指定管理者制度の活用を検
討します。

番号 2211030 計画事業名
（仮称）シニア活動館における指定管理者制
度の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

－ ・検討

総事業費 ー － － － ー

所管部 健康部

事業概要
　柔軟で多様なサービスの提供と施設管理の効率化を図るために、指定管理者制度の活用を検
討します。

番号 2211040 計画事業名
（仮称）地域交流館における指定管理者制度
の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

－ ・検討

総事業費 ー － － － ー
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事業費（千円）

所管部 教育委員会事務局

事業概要
　図書館サービスの拡充のため、指定管理者制度の導入または業務の一部委託により開館時間
を拡大し、区民・利用者満足度の高い図書館を目指します。

番号 2211050 計画事業名
図書館における指定管理者制度の活用または
カウンター業務委託

・開館時間の拡大

・指定管理者制
度への移行また
は業務の一部委
託化検討準備

・指定管理者制
度への移行
または業務の一
部委託
３館導入

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・指定管理者制
度への移行
または業務の一
部委託
３館導入

・指定管理者制
度への移行
または業務の一
部委託
２館導入

総事業費 519,644 4,500 149,623 263,641 101,880

・中央図書館、
四谷図書館
火～土曜日：午
前10時～午後8
時、日曜日・祝
日：午前10時～
午後6時

・他の地域図書
館
火～金曜日：午
前10時～午後7
時、土・日曜
日・祝日：午前
10時～午後6時
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事業費（千円）

事業費（千円）

◇民間委託等の推進

ー

　情報処理業務の一層の効率化と情報システム部門の情報政策機能を強化するため、専門業者
の高度な技術力を有効活用します。

・オペレーショ
ン業務のみの委
託から情報シス
テムに係る機
器、運用等のす
べての委託ま
で、様々な形式
の業務委託を検
討

・専門性の活用 ・専門性の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２１年度

総事業費 ー

事業概要
　児童館・ことぶき館の用務業務職員の退職に併せ、順次民間事業者への委託や、再任用、再
雇用に切り替え、業務の効率化と経費の削減を図ります。

番号

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

総務部2211060 情報処理業務の外注化による専門性の活用番号 所管部

２３年度

計画事業名

２２年度２０年度

ー ー

所管部 福祉部・健康部

ー

2211070 計画事業名 児童館・ことぶき館用務業務の見直し

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・21館中
・用務業務委託
12館
・再任用・再雇
用　1館

・用務業務委託
3館増

・用務業務職員
の退職不補充

・委託　1館増
・委託　2館増

総事業費 224,000 52,000 52,000 60,000 60,000
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事業費（千円）

事業費（千円）

所管部 福祉部

事業概要
　保育園の用務業務職員の退職に併せ、順次民間事業者への委託や、再任用、再雇用に切り替
え、業務の効率化と経費の削減を図ります。

番号 2211080 計画事業名 保育園用務業務の見直し

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・24園中
・用務業務委託
11園
・再任用・再雇
用　5園

・用務業務委託
3園増
・再任用・再雇用
2園増

・用務業務職員
の退職不補充

・委託　3園増
・再任用・再雇
用　2園増

総事業費 496,440 124,110 124,110 124,110 124,110

所管部 教育委員会事務局

事業概要
　区職員が行っている調理業務を民間業者に委託することにより、多様な給食のメニューの導
入や給食の質的向上を図るとともに経費の効率的な運用を図ります。
　今後、全校委託に向けて推進していきます。

番号 2211090 計画事業名 学校給食調理業務の民間委託

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・小学校 29校中
給食調理業務委
託　9校

・中学校 11校中
給食調理業務委
託　4校

・特別支援学校1
校中
給食調理業務委
託　0校

・学校栄養士
（非常勤）　5名

・委託　16校増

・学校栄養士
（非常勤）
　8名増

・委託　4校増

・学校栄養士
（非常勤）
　2名増

・委託　4校増

・学校栄養士
（非常勤）
　2名増

・委託　4校増

・学校栄養士
（非常勤）
　2名増

・委託　4校増

・学校栄養士
（非常勤）
　2名増

総事業費 1,842,500 353,816 425,022 496,228 567,434
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所管部

（再掲）区政運営編　Ⅱ－１－①

◇庁用車のあり方の見直し
　効果的・効率的な庁用車のあり方について検討していきます。

福祉部

総事業費 （再掲）

（再掲）まちづくり編　Ⅱ－２－①

番号

番号 122122 枝事業名 学童クラブの充実

教育委員会事務局番号 2211050 計画事業名
図書館における指定管理者制度の活用または
カウンター業務委託

122120 計画事業名 子どもの居場所づくりの充実

所管部
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番号 131210 計画事業名

番号 131211 枝事業名 障害者入所支援施設（知的）等の設置促進

グループホーム（知的）の設置促進

総事業費 （再掲）

所管部 福祉部

（再掲）まちづくり編　Ⅲ－１－②

所管部 福祉部

障害者の福祉サービス基盤整備

障害者通所施設（精神）の整備促進

所管部 健康部

番号 131212

番号 131213 枝事業名 グループホーム（精神）の設置促進

枝事業名

所管部 健康部

◇外郭団体の自立と統合
　新宿区障害者就労福祉センターを核とした（仮称）新宿仕事センターの設立に伴い、財団法人新宿
区勤労者福祉サービスセンターとの統合について、検討していきます。
　
　地域社会を担う人材の育成や（仮称）新宿区観光ビューローの創設などの新たな需要に応じるた
め、財団法人新宿区生涯学習財団と財団法人新宿文化・国際交流財団の統合による機能転換につい
て、検討していきます。

番号 131214 枝事業名

（再掲）まちづくり編　Ⅱ－２－①

◇民間の柔軟性・多様性の活用推進

番号 122110 計画事業名 保護者が選択できる多様な保育環境の整備 総事業費 （再掲）

所管部 福祉部

所管部 福祉部

番号 122111

番号 122112 枝事業名 認証保育所への支援

枝事業名 私立認可保育所の整備

（再掲）まちづくり編　Ⅱ－２－①

番号 122120 計画事業名 子どもの居場所づくりの充実 総事業費 （再掲）

所管部 福祉部

総事業費 （再掲）

番号 122122

番号 131120 計画事業名 介護保険サービスの基盤整備

枝事業名 学童クラブの充実

（再掲）まちづくり編　Ⅲ－１－①

番号 131121 枝事業名 地域密着型サービスの整備 所管部 健康部

所管部 健康部番号 131122 枝事業名 特別養護老人ホーム等の整備
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②　費用負担のあり方の見直し

◇保護者の選択肢の幅を広げるための保育料の格差の縮減

　私立幼稚園は、地域の貴重な社会資源として、それぞれの教育理念に基づき、建学の精神に則った
幼児教育を展開しており、現在、幼稚園児の半数以上が私立幼稚園に通っています。
　公私立幼稚園は、それぞれの機能を活かしながら、ともに切磋琢磨し、共存共栄していくパート
ナーとして、就学前教育や子育て支援機能などを充実させていく必要があります。

　しかし、公私立幼稚園間の保育料額には、2倍～4倍の格差があり、保護者の負担に大きな差が生
じています。そこで、私立幼稚園保育料の保護者負担軽減補助金を充実させることにより、保育料負
担の格差を縮めていきます。

　これにより、保護者の選択肢の幅を広げ、私立幼稚園の活性化を促すとともに、今後の区立幼稚園
の適正配置等を進めていきます。

▼取組みの方向
　区税、国民健康保険料、区立住宅使用料等、行政サービスの提供に要する費用の財源については、
高い収納率を維持して負担の公平性を確保し、基礎自治体としての自主性・自立性を高めていきま
す。
　サービスの提供主体の違いにより、利用者の負担水準に格差がある場合は、その格差を是正してい
きます。
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２　施設のあり方の見直し

①　施設の機能転換

事業費（千円）

▼取組みの方向
　老朽化した施設や、役割を終えた施設については、建物の老朽度、維持管理費、修繕経費などを総
合的に考慮し、施設の機能転換と再編を進め、地域の施設需要に応えられる施設を目指すとともに、
施設の効果的・効率的な活用、施設経費の抑制を図ります。
　施設の再編・統廃合の検討にあたっては、次のような「見直しの視点」と「見直しの契機」に基づ
いて取組みます。

【見直しの視点】
Ａ 事業の費用が大きい割に、事業効果が小さいもの
Ｂ 事業目的が薄れ、又は役割が終了したもの
Ｃ 利用者が特定され、又は利用度が低く事業効果が小さいもの

【見直しの契機】
①施設の大規模改修や改築などの更新需要があり、その対応に相当の経費が見込まれる場合
②学校の統廃合（再配置）時のような、施設の新設や廃止がある場合
③区有施設を民設民営施設等へと切り替えていくことに大きな効果が見込まれる場合

事業概要

番号 2221010 計画事業名

番号 2221011 所管部枝事業名

施設の機能転換 総事業費

　新たな需要に対応し、より多くの区民が交流できるように、施設の機能を転換します。

ー

福祉部

－ －

児童館の機能転換

２３年度

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

総事業費 － － －

・子ども家庭支
援センター1所
（中落合）

・児童館２１館
（児童センター1
館、こども館2
館）

・子ども家庭支援セ
ンター　3所

・子ども家庭支
援センター地域
型の開設　2所
（信濃町、榎
町）

内容

　乳幼児や中高生等の居場所を整備するとともに、子育ての悩みや不安を相談できる体制の整
備と、要保護児童支援のしくみを充実させるため、児童館・児童センターの一部を、子ども家
庭支援センターと児童館の機能を融合させた「子ども家庭支援センター（地域型）」へ機能転
換します。

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度
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事業費（千円）

事業費（千円）

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度

－ －

・6館（年度末を
もって2館廃止）

・生涯学習の拠点機
能である新宿コズ
ミックセンターの活
用及び協働を進める
人材の育成等生涯学
習事業の全区的な展
開

・生涯学習の拠
点機能
新宿コズミック
センター

・（仮称）生涯
学習館の開設　6
館
三栄町、赤城、
住吉町、戸山、
北新宿、西戸山

総事業費 － － －

２２年度 ２３年度

所管部 教育委員会事務局

内容

　区民全体の学びと協働を総合的に支援・コーディネートするため、生涯学習の拠点機能とし
て、新宿コズミックセンターを活用します。
　社会教育会館は、拠点以外の施設として、協働と自治の学びを進めるコミュニティ施設
「（仮称）生涯学習館」へ機能転換します。

番号 2221013 枝事業名 社会教育会館の機能転換

・（仮称）シニ
ア活動館
高田馬場第一
（本格活用）

・（仮称）地域
交流館の開設4館
新宿、山吹町、
上落合、北新宿
第一

・（仮称）地域
交流館の開設1館
下落合

総事業費 － － － － －

・ことぶき館
20館（19年度
末をもって1館廃
止）

・高齢者いこい
の家
1所（清風園：中
落合）

・ふれあいプラ
ザ
1所（西早稲田）

・（仮称）シニア活
動館
1館

・（仮称）地域交流
館
7館

・（仮称）シニ
ア活動館の開設1
館
高田馬場第一
（モデル館）

・（仮称）地域
交流館の開設2館
早稲田南町、西
早稲田（旧ふれ
あいプラザ）

健康部

内容

　ことぶき館の利用者を拡大するとともに、幅広い活動が展開できるようにするため、従来の
機能に、ボランティアなど社会貢献活動の拠点として新たな機能を加えた「（仮称）シニア活
動館」と、三世代交流や介護予防などに地域ぐるみで取り組む場である「（仮称）地域交流
館」に区分して、機能転換します。
　また、ことぶき館の機能転換の考え方に合わせて、高齢者いこいの家を「（仮称）シニア活
動館」へ、ふれあいプラザを「（仮称）地域交流館」へ、それぞれ機能転換します。

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

所管部番号 2221012 枝事業名 ことぶき館等の機能転換
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②　各地区の施設活用

事業費（千円）

事業費（千円）

◇四谷地区

▼取組みの方向
　老朽化した施設や、役割を終えた施設については、建物の老朽度、維持管理費、修繕経費などを総
合的に考慮し、施設の機能転換と再編を進め、地域の施設需要に応えられる施設を目指します。

総事業費 70,552 70,552

・平成19年度末
をもって廃止

・史跡江戸城外堀跡
保存管理計画をふま
えた斜面の整備

・解体工事
・斜面の整備

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部
地域文化部・教育委
員会事務局

事業概要 　小売市場廃止後、史跡江戸城外堀跡保存管理計画（策定中）をふまえ、整備します。

番号 2222020 計画事業名 四谷見附小売市場廃止後の整備

－

　第二次避難所としての機能を持つ施設の耐震補強を行うとともに、外壁改修と設備改修工事
を行います。
　また、児童館を子ども家庭支援センター（地域型）へ機能転換します。

・耐震補強未実
施

・耐震補強工事完了

・（仮称）信濃町子
ども家庭支援セン
ター開設

・耐震補強工事
・外壁改修工事
・設備改修工事

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

福祉部・健康部2222010 信濃町児童館等の整備と機能転換番号 所管部

２３年度

計画事業名

総事業費 696,600

・（仮称）信濃
町子ども家庭支
援センター開設

696,600 － －
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事業費（千円）

事業費（千円）

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

－ －

・暫定活用 ・方針実施 ・方針案作成 ・方針実施

総事業費 － － －

２３年度

所管部
都市計画部・企画政
策部

事業概要
　駅前に立地するという土地利用の高いポテンシャルを十分に活かし、再開発事業などのまち
づくり事業を通して地域貢献できる活用を考えていきます。

番号 2222030 計画事業名 旧四谷第三小学校の有効活用

所管部 教育委員会事務局

事業概要
　集会室機能を地域のコミュニティ施設に統合する検討をします。その上で、他に集会室機能
を統合する場及び生涯学習を展開する場を確保できる場合には、廃止します。ただし、廃止時
期は跡活用決定後とします。

番号 2222040 計画事業名
（仮称）三栄町生涯学習館の集会室機能の統
合

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・方針検討

・集会室機能の統合
及び生涯学習を展開
する場の確保による
施設の廃止の検討及
び実施

・方針検討 ・方針実施

総事業費 － － － － －
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事業費（千円）

◇若松・大久保地区

総事業費 2,324,951

・活用開始

249,576 387,511 1,687,864

事業概要

番号 所管部

２３年度

計画事業名

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

地域文化部・福祉
部・健康部・教育委
員会事務局

2222050 旧東戸山中学校の活用

　（仮称）新宿仕事センターとシルバー人材センターなどの入る事務所棟と、子ども発達セン
ターと学童クラブが入る子育て支援施設を整備するとともに、グラウンドを多目的運動広場と
して地域に開放します。
　また、一部を民間に貸し付けて、高齢者向けの福祉施設を整備します。

◇事務所棟
（仮称）新宿仕事センター（新設）、シルバー人材センター（移転）、多目的運動広場開放用
更衣室・管理員室

◇子育て支援施設
子ども発達センター（移転）、学童クラブ（新設）

◇多目的運動広場
地域開放

◇民設民営棟
小規模特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護施設、認知症高齢者グループホーム

－

・新宿中学校の
統合新校建設期
間中の仮校舎

・福祉などの地域
サービス施設として
活用

・施設整備

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

（再掲）まちづくり編　Ⅲ－Ⅱ－④

◇榎町地区

番号 132430 計画事業名 区営住宅の再編整備（早稲田南町地区） 所管部 都市計画部
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事業費（千円）

事業費（千円）

◇大久保地区

総事業費 － － － － －

・西早稲田中学
校の統合新校建
設期間中の仮校
舎

・方針決定

・西戸山中学校
の仮校舎

・23年度以降の
活用方針決定

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 教育委員会事務局

事業概要
　平成20・21・22年度は、西戸山中学校の統合新校建設期間中の仮校舎として利用しま
す。
　23年度以降は、中央図書館の移転先としての活用を検討していきます。

番号 2222070 計画事業名 旧戸山中学校の活用

総事業費 － － － － －

・新宿文化・国
際交流財団の仮
事務所

・方針決定 ・検討

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 福祉部

事業概要
　有効な活用方法を検討します。
　暫定として、改修工事を行う施設の仮施設等に活用します。

番号 2222060 計画事業名 旧新宿第一保育園の活用
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事業費（千円） 総事業費 － － － － －

・検討 ・施設配置の方針決
定

・検討

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 福祉部・健康部

事業概要

　当施設は、児童館、ことぶき館、保育園の複合施設です。
　児童館は子ども家庭支援センター（地域型）への機能転換を、ことぶき館は（仮称）地域交
流館への機能転換を、保育園は地域の需要に応じた保育サービスの充実を、それぞれ検討して
います。すべての機能を現在地で満たすことが難しいため、施設配置については、大久保地区
全体の中で、検討していきます。

番号 2222080 計画事業名 大久保児童館等のあり方検討
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事業費（千円）

事業費（千円）

◇戸塚地区

総事業費 149,806

・活用開始

149,806 － －

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

環境土木部2222100番号 所管部

２３年度

計画事業名 戸塚小売市場廃止後の活用

－

　大型家具のリユースショップなど、リサイクル活動の場として活用します。会議室などを地
域に開放することにより、地域コミュニティにおけるリサイクル活動等の推進を図ります。
　2階以上の教職員住宅の跡施設は、住宅形式での活用を検討していきます。

・平成19年度末
をもって廃止

・地域コミュニティ
におけるリサイクル
活動等の推進

・改修工事

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

番号 2222111 枝事業名 （仮称）高田馬場第一シニア活動館の整備

内容

　高田馬場第一ことぶき館を改築して整備する「新しい高齢者向け施設」を「（仮称）シニア
活動館」とします。
　地区全体の施設活用のため、平成20年から、1階を「（仮称）シニア活動館」の一部機能
（モデル館）、2階を高田馬場第一児童館の仮施設として2年間活用します。
　さらにその後、再度改修工事を行い、平成22年度から「（仮称）シニア活動館」の機能を
完全に備えた施設として開設します。

平成１９年度末
の現況（予定） ２０年度 ２１年度

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

事業概要
　老朽化している施設が多いため、建て替えを基本としながら、現在の施設を有効に活用し、
子どもや高齢者等の多様なニーズを踏まえた施設に再構築します。

番号 2222110 計画事業名 高田馬場三丁目地区の施設活用

年度別計画

総事業費 47,000

所管部 福祉部・健康部

・新しい高齢者
向け施設として
改築

・（仮称）シニア活
動館の本格活用

・（仮称）シニ
ア活動館（モデ
ル館）

・高田馬場第一
児童館の仮施設

２２年度

20,000

２３年度

・仮施設利用終
了後改修工事

・（仮称）シニ
ア活動館本格活
用

－総事業費 20,000 － －
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事業費（千円）

事業費（千円）

番号 2222112 枝事業名
保護者が選択できる多様な保育環境の整備
　①私立認可保育所の整備

所管部 福祉部

（再掲）まちづくり編　Ⅱ－２－①　（高田馬場第一保育園）

番号 2222113 枝事業名 高田馬場第一児童館の整備 所管部 福祉部

内容

　子どもの利便性、安全性、施設の有効活用の観点から、場所を小学校に併設の戸塚第三幼稚
園（休園中）に移転します。
　地区全体の施設活用のため、平成20年から2年間は、「（仮称）シニア活動館」の2階部分
を仮施設とします。

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・（仮称）シニ
ア活動館内仮施
設で運営

・小学校内で運営
・（仮称）シニ
ア活動館内仮施
設で運営

・設計
・改修工事

・小学校内へ移
転・運営

総事業費 27,000 － 4,000 23,000 －

所管部
福祉部・教育委員会
事務局

内容
　高田馬場第一保育園の仮園舎として活用し、その後、高田馬場第一児童館として活用しま
す。

番号 2222114 枝事業名 戸塚第三幼稚園（休園中）の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・新しい高齢者
向け施設として
改築中の施設の
集会室機能とし
て活用

・地区全体の施設活
用のための活用

・高田馬場第一
保育園の仮園舎

・高田馬場第一
児童館移転

総事業費 － － － － －
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事業費（千円）

事業費（千円）

事業費（千円）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

総事業費 － － －

・22年度をもっ
て廃止

・跡施設活用
・跡活用方針検
討

・廃止

・跡活用方針実
施

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

内容
　平成19年度に新しく整備する「（仮称）シニア活動館」への機能統合により廃止します。
　廃止後の施設は、防災職員住宅として整備する方向で検討します。

枝事業名 小滝橋いきがい館の活用 所管部 健康部番号 2222116

－ －

番号 2222120 計画事業名 戸塚特別出張所移転後の活用 所管部 福祉部

事業概要
　戸塚特別出張所は、平成22年2月に開設予定の戸塚特別出張所等区民施設へ移転します。
　移転後は、社会福祉協議会の成年後見制度推進機関「新宿区成年後見センター」の事業拡大
に活用することを検討します。

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

－ ・活用 ・方針決定
・社会福祉協議
会の事業拡大に
活用

総事業費 － － － － －

所管部
教育委員会事務局・
福祉部

内容
　平成19年度に新しく整備する「（仮称）シニア活動館」への機能統合により廃止します。
　廃止後は、地域の保育需要に応えるため、高田馬場第一保育園の私立認可保育園への建替え
として活用します。

番号 2222115 枝事業名 西戸山社会教育会館分館の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・19年度末を
もって廃止

・保育園の定員拡大
と保育サービスの充
実のための活用

・解体

総事業費 － （再掲） － － －
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事業費（千円）

事業費（千円）

事業費（千円）

事業概要
　リサイクル活動の充実を図るため建替えることとし、消費生活センター移転後の跡施設とと
もに解体して、一体的に整備します。

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・耐震補強未実
施

・機能充実 ・施設整備検討 ・設計
・解体
・施設整備

総事業費 631,703 － － 50,000 581,703

所管部 地域文化部

事業概要
　消費生活相談や消費者団体の活動支援など、機能の充実を図るため、シルバー人材センター
移転後の跡施設へ移転します。
　移転後はリサイクル活動センターとともに解体し、一体的に整備して活用します。

番号 2222150 計画事業名 消費生活センターの機能充実

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・耐震補強未実
施

・機能充実
・シルバー人材
センター移転後
の跡施設へ移転

総事業費 1,500 － － － 1,500

計画事業名 リサイクル活動センターの機能充実 所管部 環境土木部

番号 2222130 計画事業名 高田馬場福祉作業所の整備 所管部 福祉部

番号 2222140

事業概要
　障害者自立支援法の新体系に基づくサービス提供を行い、利用者や地域の障害者の就労支援
の場を提供できる施設として充実を図るため、移転します。
　移転先の施設は、リサイクル活動センターとともに、一体的に整備します。

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・耐震補強未実
施

・機能充実 ・施設整備検討 ・設計 ・施設整備

総事業費 （再掲） － － （再掲） （再掲）
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事業費（千円）

事業費（千円）

所管部 地域文化部・健康部

事業概要
　シルバー人材センターは、旧東戸山中学校の新施設へ移転します。
　移転後は、消費生活センターとしての活用を検討していきます。

番号 2222160 計画事業名 シルバー人材センター移転後の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

－ ・活用
・シルバー人材
センターの移転

・消費生活セン
ターとして活用

総事業費 － － － － －

所管部 教育委員会事務局

事業概要 　統合後は、福祉などの地域サービス施設として活用することを基本に検討します。

番号 2222170 計画事業名 西戸山第二中学校統合後の活用

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・第七次・学校
適正配置計画に
より、平成23年
4月1日西戸山中
学校と統合

・方針決定 ・方針検討 ・方針決定 ・統合新校へ

総事業費 － － － － －
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事業費（千円）

事業費（千円）

総事業費 （再掲）

（再掲）まちづくり編　Ⅱ－２－①　（中落合第一保育園）

番号 122110 計画事業名 保護者が選択できる多様な保育環境の整備

◇落合第二地区

所管部
教育委員会事務局・
福祉部

事業概要
　平成19年度に開設した落合第二地域センターへの機能統合により廃止します。
　廃止後は、地域の保育需要に応えるため、中落合第一保育園の私立認可保育園への建替えと
して活用します。

番号 2222190 計画事業名 落合社会教育会館の活用

総事業費

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

・19年度末を
もって廃止

・保育園の定員拡大
と保育サービスの充
実のための活用

・解体

総事業費 － （再掲） － － －

520,400

・（仮称）地域
交流館開設

520,400 － －

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

福祉部・健康部2222180
西落合児童館等の整備と西落合ことぶき館の
活用

番号 所管部

２３年度

計画事業名

－

　第二次避難所としての機能を持つ施設の耐震補強を行うとともに、外壁改修と設備改修工事
を行います。
　また、西落合ことぶき館跡施設を、子育て中の親、子育てが終わった世代、高齢者など幅広
い年代の区民が主体的に関わる、三世代交流を基本コンセプトとした（仮称）地域交流館と
し、必要な改修工事を行います。

・耐震補強未実
施

・耐震補強工事完了

・（仮称）地域交流
館開設により児童
館・保育園・（仮
称）地域交流館の複
合施設として活用

・耐震補強工事
・外壁改修工事
・設備改修工事

・（仮称）地域
交流館の整備

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

所管部 福祉部番号 122111 枝事業名 私立認可保育所の整備
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事業費（千円）

・設計 ・改修工事

総事業費 139,506 － － 8,251 131,255

・あゆみの家と
子ども発達セン
ターの複合施設

・あゆみの家と子ど
も発達センターの分
離による両施設の環
境整備

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 福祉部

事業概要
　心身に障害のある子どもや発達に遅れのある子どもの発達支援と家族への支援を一層推進す
るために、子ども発達センターをあゆみの家から旧東戸山中学校の新施設へ移転します。
　移転後は、あゆみの家で実施している生活介護事業の環境整備のため、活用します。

番号 2222200 計画事業名
子ども発達センターの移転とあゆみの家の整
備
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事業費（千円）

◇角筈地区

・方針決定

・西新宿保育園
（仮称）西新宿
子ども園へ統合

・方針実施

総事業費 － － － － －

・西新宿保育園
と西新宿ことぶ
き館の複合施設

・活用 ・方針検討

平成１９年度末
の現況（予定）

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

所管部 福祉部・健康部

事業概要

　西新宿保育園移転後は、福祉などの地域サービス施設として活用することを基本に検討しま
す。
　施設活用方針が決まり、整備するときに、西新宿ことぶき館を（仮称）西新宿シニア活動館
へ機能転換します。

番号 2222220 計画事業名 西新宿保育園移転後の活用

（再掲）122110 保護者が選択できる多様な保育環境の整備番号 総事業費計画事業名

所管部 教育委員会事務局

（再掲）まちづくり編　Ⅱ－２－① （（仮称）西新宿子ども園）

番号 122113 枝事業名 幼稚園と保育園の連携・一元化
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③　資産（建物等）の長寿命化

事業費（千円）

▼取組みの方向
　建物や道路・公園などの施設は、経過年数とともに老朽化しますが、計画的な大規模改修が十分で
なく、設備の劣化等による不具合が目立ってきています。
　そこで、建物や道路・公園などの施設の現況と劣化度について調査し、その結果をデータベース化
して予防保全の考え方で修繕を行い、資産の長寿命化を図るとともに、修繕経費も削減していきま
す。
　なお、建物の建替えは、建物の状況、耐震補強工事などにより事業が困難になること、新たな行政
需要への対応、付近の施設配置状況、財政状況などを考慮し総合的に判断します。

◇土木アセットマネジメントの構築
　道路や公園などの土木施設の健全度や損傷状況等、土木情報をすべてデータベース化し、予防保全
の考え方で計画的に修繕を行い、資産の長寿命化を図るとともに、修繕経費も削減していきます。

総事業費 7,128,450

・地域センター
1所
・福祉・保健施
設　6所
・清掃センター
2所
・学校施設　22
校
・（仮称）生涯
学習館　1館
・歴史博物館　1
館
・図書館　2館

・地域センター
1所
・福祉・保健施
設　7所
・環境学習情報
センター　1所
・学校施設　17
校
・（仮称）生涯
学習館　2館
・歴史博物館　1
館
・スポーツセン
ター　1所
・区外学習施設
1所

事業概要

当該実行計画期間中
の目標(２０～２３
年度）

都市計画部・地域文
化部・福祉部・健康
部・環境土木部・教
育委員会事務局

2223010 中長期修繕計画に基づく施設の維持保全番号 所管部

２３年度

計画事業名

　既存施設の長寿命化を図るため、「予防保全」の考え方にたった中長期修繕計画に基づき、
適切な修繕を行い、修繕経費を削減します。

平成１９年度末
の現況（予定）

年度別計画

２０年度 ２１年度 ２２年度

・建物現況・劣
化調査終了

・中長期修繕計
画作成

・効率的・経済的な
施設の維持保全

・地域センター
1所
・福祉・保健施
設　7所
・学校施設　22
校
・（仮称）生涯
学習館　1館
・歴史博物館　1
館

2,050,054 1,429,432 1,828,337

・地域センター
2所
・福祉・保健施
設　19所
・清掃センター
1所
・学校施設　14
校
・スポーツセン
ター　1所
・区外学習施設
1所

1,820,627
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④　有効活用

　長期的な視点にたった的確な事業予測による行政需要があること、公有地の取得により事業が著し
く推進され、かつ、費用対効果が見込めること、災害対策上、緊急的に確保する必要があること、既
存区有施設と一体的に活用し、重層・複合的な利用ができること、歴史的・文化的財産（史跡など）
を保護する必要があること、環境保護に寄与し多大な効果が見込めること

②上記の①以外の場合は、「有効活用（財源確保）対象とされた区有財産の処理方針（平成１２
(2000)年度策定）」に基づいて対応します。ただし、財源確保のために活用する場合でも、できる
限り区民の生活や福祉に資するよう、地域活動を行うＮＰＯ支援のための活用等も視野に入れて検討
します。

《参考》
　有効活用（財源確保）対象とされた区有財産の処理方針
　　　　　　　　　　　（平成１２（2000）年７月５日 公有財産運用価格審査会承認・決定）
（活用方法）
　区内物件については貸付け（定期建物賃貸借契約又は定期借地権設定契約）を、区外物件について
は売却を原則とする。
　ただし、区内物件、区外物件とも、当区にとっての有利性、当該物件の活用見込み、建物の老朽化
の程度、維持管理費の多寡、財政見通し等を総合的に勘案したうえ、区内物件について売却、区外物
件について貸付けを行う場合もある。

▼取組みの方向
＜跡施設、跡地の有効活用＞

　区有施設を廃止した場合には、次のような手順で、有効活用を検討します。

①地域において新たな需要が認められる場合（実行計画事業及び地域要望があり特に必要と認められ
る場合）は、「地域サービスの提供活用」の対象施設として、跡地活用を検討します。

　区有施設は区民の重要な資産です。空き施設や跡施設、区有地については、区の重要施策に資する
ための事業に活用するほか、資産活用として貸付等も行います。
　跡施設については、定期建物賃貸借、賃貸借、貸与（無償・有償）等により、区有地については、
信託方式、定期借地権、賃貸借、貸与（無償・有償）等により有効活用を行います。
　また、学校施設を資産活用した場合には、基金への積立ても行い、校舎整備や新校建設の財源とし
ていきます。
　なお、検討にあたっては区民要望や地域需要、財政的状況に十分配慮します。

＜公有地の有効活用＞
　国有地などの公有地の跡地活用に際しては、公共の福祉優先、適正な利用及び計画に沿った活用が
求められています。
　その上で、区は、土地の規模、立地条件や周辺環境等からみて、地域住民の福祉や生活の質の向上
に資するため、その土地にふさわしいと認められる用途活用を促進していきます。
　そこで区がその土地を取得して事業を推進する場合は、次の視点を考慮し、財政状況や既存区有施
設の老朽度などから総合的に判断していきます。
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